
●年度末・年度始めにあたって

労働災害は、機械設備の故障、作業環境の欠陥、そして、労働者自身の知識や経験の不

足、不安全行動など、様々な要因で発生します。

特に労働者の不安全行動の背景には、「正しい作業方法を知らない」「これくらいなら

大丈夫だろう」と誤った知識や意識の問題が潜在しています。

労働災害を防止するためには、機械設備を安全な状態にするのに加えて、労働者が正し

い知識を持ち、職場のルールを守って作業を行うことが大切です。

年度末・年度始めには、異動により作業内容が変更になる方、新入社員の方など多くの

方が不慣れな作業や環境に身を置くことになります。

事業者の皆様には、安全衛生管理体制の確立、労働者に対する安全衛生教育（雇入れ時

教育など）の実施、裏面の各種対策を確認していただき、職場での労働災害防止に取り組

んでいただきますようお願いします。
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労働災害発生状況（長崎署）
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業種別労働災害発生状況（令和２年）
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事故の型別労働災害発生状況（令和２年）

計635人 計635人

死傷者数が大幅に増加！
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厚生労働省　長崎労働局　長崎労働基準監督署 （R3.2）



令和２年墜落・転落による災害事例（長崎署管内）

●安全衛生教育促進運動が展開されています（2020年12月1日～2021年4月30日）

●転倒・腰痛災害防止対策について

●動画で見られる資料「転倒・腰痛防止用視聴覚教材」を掲載しています

●墜落・転落災害防止対策について

厚生労働省と労働災害防止団体では、転倒災害を撲滅するため「STOP！転倒災害

プロジェクト」を推進しています。

事業者の皆さまは、職場の転倒災害防止対策を進めていただくとともに、適時に

チェックリストを活用した点検を行い、安全委員会などでの調査審議などを経て、

職場環境の改善を図ってください。

STOP！ 転倒 検 索

▶転倒災害を防止することで、安心して作業が行えるようになり、作業効率も上がります。

転倒災害防止対策のポイント

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」には、

皆様の安全活動をサポートするための転倒・腰痛

防止に関連する様々な情報を掲載しています。

転倒や腰痛は、日常的に起こり得る災害です。働

く皆様が日常的に転倒や腰痛災害の防止を心掛け

られるよう、災害事例、防止対策をまとめていま

すので、職場での安全衛生教育などにお役立てく

ださい。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/videokyozai.html

職場のあんぜんサイト 視聴覚教材 転倒・腰痛防止 検 索

墜落・転落災害防止対策

〇高さ2メートル以上の高所には安全な作業床を

設置（開口部や端部に手すり・囲い等を設置）

〇作業床を設けることができない場合には、親綱

を設置し墜落制止用器具（フルハーネス型）を

使用

〇階段等昇降時における不安全行動の防止

〇はしご、脚立等の適正使用

〇保護帽（墜落時保護用）を着用

労働安全衛生法では、労働者を雇い入れた際や法令で定める危険又は有害な業務に労働者を従事させる際などに

は、当該労働者に対して安全衛生教育（雇入時教育、特別教育など）を行うことが規定されています。

「新たな生活様式」の下での教育研修の実施、オンライン研修の適切な利用を行い、計画的に安全衛生教育を促

進・実施していただきますようお願いします。

※職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため～取組の5つのポイント～を確認して安全衛生教育を実

施してください。 新型コロナウイルス感染症 取組の5つのポイント 検 索安全衛生教育促進運動 検 索

多発！

雇入れ時

教育などに

死亡災害が

発生！

厚生労働省　長崎労働局　長崎労働基準監督署


